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· こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会保育専門委員会（第10回）が開催される（こども家庭庁）
令和8年6月5日、こども家庭庁所管の「こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会 保育専門委員会（以下、保育専門委員会）（第10回）」および文部科学省所管の「中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 幼児教育ワーキンググループ（以下、幼児教育WG）（第9回）」が合同開催され、「あけぼの愛育保育園園長」の立場で委員として参画している本会の北野久美副会長が出席しました。
今回は、各会議の最後の開催となり、保育指針・要領等の改定に向けた「とりまとめ（案）」の他にも、改定した指針・要領等を現場に伝えていくための工夫や今後現場で実践するためにどのように対応していくべきなのか等も議論されました。
北野副会長からは議論に沿って、以下の意見を述べています。
	【「とりまとめ（案）」について】　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事務局要約
とりまとめ（案）について8点の意見を申し上げる。
意見1.  三要領・指針の一本化
こどもまんなかの理念に基づいて、三要領・指針の一本化をお願いする。乳幼児期の育ちは、その子の人生の基礎となるものである。こども家庭庁が創設やこども基本法が制定されて以降、初めての改定になる。日本において、乳幼児がいずれの施設に通っていても、質の高い保育を等しく保障するという点で、一本化をお願いしたい。
意見2. 保護者や地域との連携・協働の充実
11頁、「家庭や地域との連携・支援」の項目について、家庭や地域との連携・支援の充実に関する記載があるが、地域のこどもや子育て家庭を支援するためには、保護者や地域との連携、パートナーシップを強化していくことが重要である。
私たちは、これまでも「地域全体で多様な支援ニーズを受け止める体制の一端を担う」ということだけではなく、地域のこどもたちの育ちを支えるためのさまざまな取り組みを展開して、こども家庭センターや民生委員、児童委員等、多様な地域の関係者と連携をはかっている。今後も、この支援ができるように、保護者や地域との協働・連携の充実がはかられるような記載を、もう少し強化していただきたい。
意見3. 「幼児教育を支える」ための福祉部局との連携・協働
同じく11頁「9.各幼稚園・保育所・認定こども園の幼児教育を支える地域の体制の在り方」については、「0歳から18歳までの発達の学びの連続性を踏まえた教育の一貫性を図る観点から」という記載があるが、0から18歳までの発達の学びの発達や学びの連続性を踏まえた一貫性をはかるためには、教育委員会だけではなく、福祉部局との連携・協働をはかるというのが、一番重要なことである。
地域によっては、すでに「乳幼児教育センター」として、教育委員会と福祉部局が、連携・協働して、0歳からの子どもの育ちをもとに、小学校までの連携を図っているところが多くある。こうした好事例を周知いただきつつ、教育委員会や福祉部局が主導するといったことではなく、お互いに連携・協働をはかれるような記載を強化していただきたい。
意見4. 「養護等の改善充実の在り方」の記載の順番
　9頁「5.保育所及び幼保連携型認定こども園における養護等の改善充実の在り方」について、子どもの育ちには、養護と教育の視点が必要であり、一人ひとりに寄り添いながら、アタッチメントを基盤とするというようなこと記載されているが、保育現場は養護と教育の一体的提供を行っているという自負がある。
項目として「養護等の改善充実の在り方」を盛り込んでいただけたことは評価するが、「はじめの100か月の育ちビジョン」にもあるように、養護を基礎とした育ちの保障が大切である。
保育所および幼保連携型認定こども園に限ることではなく、すべてのこどもの育ちの基礎に養護があるということを明確にして、「養護等の改善充実の在り方」の記載を、もっと資料の前に記載いただきたい。
それと同時に、資料左上に「保育専門委員会」という表記があるが、この養護の重要性が、幼稚園や小学校以降の育ちにも大事な観点であるということや、5頁「現行の成果・課題を踏まえた改善の方向性」にも「0歳からの学びのつながり」ということが記載されていることを踏まえると、これは文部科学省の中央教育審議会の資料等にも入れるべきことなので、保育専門委員会という抜き出しだけではなく、全体を通してのこととして、捉えていただきたい。
意見5. ICTの活用に関する留意点
　8頁「4.指導・評価の改善充実の在り方」にある「ICTの活用と留意点」について、前回の意見として、「特性のある乳幼児にとって有効」という点を盛り込んでいただいたが、そのうえで、さらに大事な点として「医学的な知見も踏まえて、必要な留意点を示すべき」との記載である。ここを強調していかないとICTの活用は危惧されるので、解説書等への記載も含め検討いただきたい。
意見6. 指針等のねらいを達成するための環境の整備
　指針等の狙いが達成されるための環境の整備をはかっていただきたい。子どもたちにしっかりと向き合いつつ、指針等の狙いを達成して保育の質を保障するためには、配置基準の改善は急務である。職員の配置基準を改善するとともに、看護師、栄養士、調理員、事務員等も含めて、配置のあり方について精査して、指針等の狙いが達成できるように、環境の整備をはかっていただきたい。
また、現場では長時間保育を行っている。朝から夜まで11時間以上いる子どもたちも多くいる。そもそも長時間保育に関する検討も必要であるが、保育士等の就業時間に関する検討も合わせて行っていただきたい。
意見7. 解説書の作成にあたっての保育現場の声
　解説書の作成にあたっては保育現場の声を聴いていただきたい。今後、令和8年度末の告示化に合わせて、解説書を作成すると伺っている。実際に活用していく保育現場の声が反映できるように、解説書の作成にあたってのワーキングに現場から参加させていただきたい。仮にそのワーキングに参加できない場合でも、少なくとも保育現場の意見を聴く機会をつくっていただくようお願いしたい。
意見8. 保育現場に周知するための研修会等
令和8年度末に告示化された後、指針等を実際に現場で活用するために、指針等を周知するための研修が1年かけて行われると思うが、その研修会の企画にあたっても、保育団体に事前の相談、もしくは企画に参加をさせていただくように強く要望する。


北野副会長がふたたび言及した今回のとりまとめ案の養護に関する記述については、他の委員からも、「14頁の補足イメージとして、『幼児教育において育みたい資質・能力』『3つの視点及び5つの領域のねらい及び内容』『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』の関係性が図として表されているが、これは養護が基盤となっていることを追記いただきたい。100か月の育ちビジョンで示された『安心と挑戦の循環』の理念にも合致するためである」といった意見がありました。
今回の会議での意見の反映については、保育専門委員会 秋田 喜代美 委員長、幼児教育WG 古賀 松香 主査に一任され、夏までには中間のとりまとめが公表される予定です。
また、今回の会議で北野副会長が発言した内容については、別途意見書としてもこども家庭庁に提出しています（意見書は別添ファイルをご参照ください）。
本委員会の資料や詳細はこども家庭庁ホームページをご参照ください（本委員会の動画も公開されています）。
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